
南区役所総務課、福祉保健課、
高齢・障害支援課

令和５年８月
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本日の内容

１ 事業概要説明

２ 災害時要援護者名簿の提供について

３ 名簿の取扱い（個人情報保護）について

2

４ 地域での取組について・事例発表
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【避難行動の基本的な流れ】
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東日本大震災において…

被災地全体の死亡者のうち

〇６５歳以上高齢者の死者数は約６割
〇障害者の死亡率は全体の死亡率の約２倍

東日本大震災では、多数の高齢者等が犠牲となり
ました・・・

一方で、

〇消防職員・団員の死者行方不明者は281人
〇民生委員の死者・行方不明者は56人

多くの支援者も犠牲となりました。

「避難行動支援者の避難行動支援に関する取組指針（平成25年8月内閣府）」より
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●平成30年７月豪雨

愛媛県、岡山県、広島県の死者数のうち、60歳以上の死者数の

割合

→約70％(131人/199人)

（うち市区町村別死者数最大の倉敷市真備町における70歳以上

の割合約80％(45人/51人)）

●令和元年台風第19号

全体の死者数のうち、65歳以上の死者数の割合

→約65％(55人/84人)

●令和２年７月豪雨

全体の死者数のうち、65歳以上の死者数の割合

→約79％(63人/80人)

（うち熊本県約85％(55人/65人)）

2020年12月24日に内閣府公表資料「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について（最終
とりまとめ）」より

近年の豪雨災害でも高齢者等に被害が集中して
います
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本市では、災害での被害を最小限に抑える「減災」に
むけた取組（減災行動）が重要と考え、「自助」、「共
助」、「公助」の考え方に基づく減災を推進しています。

災害時要援護者支援とは

災害時における安否確認、避難生活支援等の取組に
は、共助の力が不可欠であり、日頃からの地域と要援
護者の間での関係づくりを進めることが大切です。
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災害時要援護者とは

【横浜市が作成する災害時要援護者名簿の対象者】

(1) 介護保険要介護・要支援認定者で、次のア～ウのいずれかに該当す
る方

ア 要介護３以上の方
イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要

介護認定の方
ウ 認知症のある方（要介護２以下）

(2) 障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている方
（身体障害者、知的障害者、難病患者）

(3) 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障 害者手帳
１～３級の方

(4) 療育手帳（愛の手帳）Ａ１・Ａ２の方
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「災害時要援護者」とは…
災害発生時に避難すること等への支援が必要な方をいい、一般的に

は、要介護高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等があげられます。
南区では、自治会町内会ごとに要援護者名簿を作成し、地域に年１回

名簿を提供しています。



要援護者率が18
区で２番目に多く
なっています

健康福祉局
調べ

横浜市の要援護者の概況（要援護者数）

災害時要援護者数について
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自治会町内会 区役所

要援護者名簿提供の手順

【Step①】協定を締結する

要援護者

【Step②】名簿に記載の

ある要援護者全員に、
自治会町内会への個人
情報提供について同意
確認

自治会町内会 区役所

【Step③】自治会町内会へ
要援護者名簿提供

区からの要援護者名簿にて要援護者の把握ができます
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区との協定締結について
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災害時要援護者名簿について

氏名 住所 生年月日 性別 連絡先 介護 障害 その他

横浜 太郎 ○○一丁目○番○号 昭和〇年〇月〇日 男 045-XXX-XXXX ○

南 花子 ○○町○○番 平成〇年〇月〇日 女 090-XXXX-XXXX ○

区から自治会町内会へお渡しする
災害時要援護者名簿のイメージ

自治会町内会数 協定締結数(＝名簿提供数)

２０４ １６８

参考：南区内 協定締結数（名簿提供数） 令和５年７月末現在
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名簿の取扱い（個人情報保護）について
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◆名簿の共有について
区から提供する名簿は、あらかじめ本人の同意をとっているため、地域の支援者
の皆様で共有することが出来ます。

◆名簿を共有する範囲について

共有する範囲に制限はなく、取組の仕方によって、①会長のみ②役員 ③要援護
者支援の取組のために募集した方等、範囲を決めたうえで情報を共有することが
可能です。

ただし、名簿を共有する人について、あらかじめ個人情報に関する研修を行い、
区に報告いただく必要があります。

◆名簿の一部の情報を共有する場合

要援護者ごとにあらかじめ担当者を決めておくなど、一部の要援護者の情報の
みを共有する場合は、区に報告いただく必要はありません。ただし、個人情報の取
扱いについては、ルールを定めるなど十分注意いただくようお願いします。

◆名簿のデータ化について

原則として電子データ化はできませんが、情報更新等の必要がある場合には、区
にご相談ください。
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自治会・町内会アンケート結果

36.1%（30団体）

34.9％（29団体）

73.5％（61団体）

34.9%（23団体）

20.5% （17団体）

0.0% 50.0% 100.0%

具体的な取組は行っていない

定期訪問やイベントへの声掛け等を実施

民生委員等の見守りを実施

要援護者毎に災害時の担当者を決めている

訓練の際に要援護者の安否確認を実施

回答提出のあった８4団体中の割合

【アンケート結果①】 要援護者支援の取組状況

７割の団体で見守り等を実施しています
令和４年度南区
アンケート調査より
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自治会・町内会アンケート結果

約６割の団体で担い手不足
約８割の団体で発災時に支援できるか心配
約３割の団体で個人情報の取り扱いが心配

令和４年度南区アンケート調査より



Ｑ 自治会町内会が名簿を活用して、
何かしなければいけない事はありますか？

無理のない
範囲で!!

絶対にやらなければいけない事はありません。
ですが、自治会町内会で

何ができるか、ということは是非考えてみてください

名簿を活用した取組について

15



個別避難計画（災害時要援護者支援事業）
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〇高齢者や障害者など、災害時に一人では避難するこ
とが困難な方について、誰が支援するか、どこに避難す
るか、避難するときにどのような配慮が必要かなど、あら
かじめ記載したものを「個別避難計画」といいます。

令和３年５月の、災害対策法の改正で、個別避難計画
の策定が地方自治体の努力義務とされました。

本市では、令和７年度を目標に、まずは風水害を想定
して策定を進めることとしています。



災害時、被害を減らすために最も重要なのは
普段からの備え（自助）と、
隣近所での助け合い（共助）です。

災害時要援護者名簿は、その共助活動の一助
となるものです。
まずは名簿を活用して、隣近所との

『顔の見える関係づくり』からはじめて頂ければと
思います。

南区役所 要援護者支援3課プロジェクト

総務課
福祉保健課

高齢・障害支援課

最後に
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